






確 認 書 

 

以下の６ 項目に  することにより、各項目に該当していることの確認を行い、医療

行為の正当性を確認してください。 

 

□ 医療行為は、特定選手の疾病または傷害を治療するために必要なものでなければ

ならない、 

□ その状況下で、ドーピングの定義に該当しない有効な治療が他にないこと、 

□ その医療行為が選手の運動能力を高めないこと、 

□ その医療行為に先立って、選手の医学的診断がなされていること、 

□ その医療行為が資格のある医療担当者により、適切な医療環境においてきちんと

実施されること、 

□ その医療行為にかかわる適切な記録が保持されており、閲覧できること。 

 

   日付：    年   月   日   医師の署名：              

 

 

【TUE 申請時の添付資料】 

 TUE 申請時には、以下の書類を整えて申請してください。 

 

      TUE 申請書 ＋ 確認書   ＋  添付資料 

 

 

一般のTUE 申請の添付資料としては、 

● 臨床経過を記載した文書 

● 診察所見、必要に応じて写真 

● 検査結果、必要に応じてデータ、報告書コピー 

● 画像所見、フィルム 

 

静脈内注入のTUE 申請の添付資料としては、 

● 診断録の当該箇所のコピー、あるいは入院概要のコピーで可。 

● 診断録のコピー、あるいは入院概要のコピーには、競技者氏名、生年月日、

医療機関名、医療機関住所、医師氏名及び医師署名を記載のこと。 

 

吸入ベータ２作用薬を申請する場合は、 

● JADAのホームページより「JADA吸入ベータ２作用薬使用に関する情報提供

書」をダウンロードし添付のこと 

 

× 


